仕　　　　　様　　　　　書
	品名
	移動ラック
	数量
	物品構成表のとおり
	納入場所
	県庁第二別館９階

	
標記案件の仕様は、次のとおりである。

【移動ラック】
　１　外　　寸　レールの長さは6765mmまでであること。また奥行の有効寸法が8957.5mm（南片側の柱までの奥行の有効寸法は8092.5mm）の部屋内に設置できること。（入口からの通路幅も考慮すること）
※天井高さは2700mm
※詳細は別添図面を参考にすること
　２　収納庫　A4縦（ファイル）を885fm以上収納できること。
　　　　　　　　棚自重と積載荷重の総計がレールを設置する面積にかかる荷重が12,000N/㎡未満であること。
　３　設　　置　製品に適した方法で壁や床に固定すること。その際、製品の材質・構造等に適した金具を用いること。また一般的な安全対策が取られていること。

【共通仕様】
　１　国際標準化機構（ISO）の品質保証規格9001、環境マネジメント14001または日本産業規格（JIS）の認定工場で製造された製品であること。

＜備考＞
１　受注業者は、納入に要する費用（組立費・設置費・送料を含む）を負担し、納品時に生じた廃棄物等についても適正に処分すること。
２　本調達物品は新築の県庁第二別館に納入するものである。納品期限日は令和８年３月３１日であるが、第二別館では別途発注の什器の納入作業や職員の移転作業等が並行して実施されているため、搬入を行う日時についてはそれらの業務との調整が必要になる。契約後に県と調整のうえ決定すること。
３　通路・EV等の共用部分の養生（以下、既存養生という）は、県が別途発注する業務の受注業者が実施する。この範囲外において養生が必要である場合には、物品の納入をする業者自身で養生を行うこととし、既存養生が納入の支障となるため撤去等する場合には、事前に県の了承を得たうえで行い、作業後は速やかに既存の状態に復旧すること。なお、万が一、搬入時に物品や施設を損傷した場合は、受注業者の責任及び費用負担において原状回復を行うこと。
４　受注業者は、本仕様書に記載されていない事項が必要になった場合又は疑義が生じた場合については、速やかに愛媛県と協議するものとし、受注業者の一方的な解釈によることなく、愛媛県の指示を受けること。
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	品名
	メーカー
	品番
	数量

	移動ラック
	日本ファイリング
株式会社
	M5-1-370B×１
M5-2-470B×９
M5-1-370B×１
M5-2-470B×１
	１式



（注）同等品又は同等以上の品質・性能・形状等を有する製品でも可とする。ただし、仕様確認を要する。
